
お申し込み規約 
 
第１条（総則） 適⽤範囲 

本条件書「OSプランニング」（以下「当方」という）と当方に海外受⼊機関・宿泊機関・各種サポ
ート機関（以下「受⼊機関」という）への⼿続き代⾏を依頼する申込者（以下「申込者」という）
との間に適⽤されます。当契約は、申込者が希望する受⼊機関に関する情報提供、申込⼿続きなど
の留学サポートを⾏うためもので過程修了などを請け負う、またはプログラムの期間中もしくは終
了後、申込者に対して何らかの保障を請け負うものではありません。 

 
第２条（本契約の申込みと成⽴時期） 

申込者は、当方所定の申込書、⼜はオンライン申込みに所定の事項を記⼊のうえ、当方へご持参、
FAX、郵送あるいはオンライン送信、メールのうえ、お申込下さい。 

 
第３条（拒否事由） 
当方は、申込者からの本契約の申込みが以下に定める事由に該当するときに、申込者の申込みを解
除できものとします。 
 
（１）申込者が虚偽の申告をしたとき。 
（２）病気その他の事由により申込者がプログラムを続⾏できないと判断したとき。 

（３）申込者、⼜はその関係者が、他の参加者に迷惑を及ぼし、若しくはプログラムの円滑な運営
を妨げたとき⼜はその可能性が極めて⾼いとき。 

（４） 天災地変、戦乱⼜は暴動、運輸機関等の事故⼜は争議⾏為、官公庁の命令その他事業者の責
に帰さない事由により、プログラムの実施が不可能になり、⼜は不可能になる可能性が極めて⾼い
と判断したとき。 

（５）申込者が定められた期⽇までにプログラムへの参加に必要な書類を送付しなかったとき。 

（６）申込者が⻑期にわたり連絡不能⼜は所在不明となったとき。 

（７）申込者が定められた期⽇までに対価を⽀払わなかったとき。 

  
第４条（申込条件） 
（１）20 歳未満の⽅は保護者の同意が必要です。 

（２）以下の場合はお申込みをお断りする場合がございます。 
１．年齢資格等が条件を満たしていないとき。 
２．申込者が病気その他の事由によって渡航に耐えられないと当方が判断したとき。 
３．申込者、または申込者の保護者もしくは関係者が他の申込者に迷惑を及ぼし、または業務の円
滑な運営の実施を妨げる恐れがあると、当方が判断したとき。 
４．天災地変、運輸機関等の争議⾏為、伝染病、国際機関、公官庁または公的機関の命令または、
勧告、その他当方が管理できない事由により、留学プログラムの安全かつ円滑な実施が不可能にな
った、または不可能になる可能性が⼤きいとき。 

 
第 5 条（当方の責任） 
当方の責任は第 1 条に定める留学サポートに関するものに限定されます。 
 
 
 
 
 
 



第 6 条（留学プログラム費⽤のお⽀払い） 

（１） 申込日より、７日以内にご請求金額のうち下記金額をお支払いいただきます。 

30,000円(消費税別) + 受入機関指定の入学金相当 

 
（２）学費等のお支払いは出発⽇３０⽇前までを支払期日とし、いつでも支払えるものとします。 

（３）受け入れ機関の学費請求が日本円以外の場合、ご入金予定日に更新される最新の楽天銀⾏海
外送金レートに為替変動リスクを考慮した価格を適用し、ご請求させて頂きます。 

 
第 7 条（留学プログラム費⽤に含まれるもの） 

各留学プログラムに明⽰してあるもの。 但し、受⼊機関の都合により、⼊学⾦、授業料、宿泊費、
その他諸費⽤の料⾦及び条件は、予告無しに変更される場合があります。その場合には、当方また
は受⼊機関より、変更後の料⾦、条件をお知らせし、お⽀払い済みの料⾦との差額、または変更後
の料⾦を請求させていただきます。 

 
第 8 条（留学プログラム費⽤に含まれないもの） 

前条に記載したもの以外はプログラム費⽤に含まれません｡その⼀部を例⽰します｡ 

（１）飲⾷費等、個⼈的性質の諸費⽤およびこれに係わる税･サービス料⾦ 

（２）⽇本から渡航先までの往復航空券及び空港施設使⽤料並びにそれらに付随する費⽤ 

（３）傷害・疾病に関する医療費 
  
第9条 本契約のキャンセルについて 
申込者は、下記1,2,3の金額を⽀払うことで、いつでも申込みを取り消すことができます。 

 
（１）当方に対する渡航前キャンセル手数料 
キャンセル手数料として下記の⾦額をお⽀払い頂きます。 

a.申込日より８日目以内 ：0 円 
b.申込日より９日目以降 ：30,000 円(税抜)  
 
本契約の解除に伴う費用、立替金、値引きが発生する場合は、これを申込者の負担とし、申込者は
その費用を当方に支払うものとします。 
返金及び送金の際に発生する送金手数料は申込者の負担とします。 
 
（２）当方に対する渡航後のキャンセル手数料 
渡航後に受入研修機関・宿泊施設のキャンセルや、期間の短縮をされる場合、受入機関の承諾がな
い限り返金は致しません。受入機関からの返金があった場合、その返金金額の20％を当方のキャン
セル手数料とさせて頂きます。返金の際に発生する手数料（当方から申込者への振込手数料、小切
手で返金された場合の換金手数料等）は申込者の負担となり、返金の際の換算レートは受入機関か
ら返金があった日の楽天銀行TTBレートが適用されます。 
 
（３）受⼊機関に対するキャンセル料 

各受⼊機関規定のキャンセル料をお⽀払い頂きます。各受⼊機関の申込規定・キャンセル規定を必
ずご確認下さい。返金は、入学金を除いた金額で返金されます。返金の際に発生する手数料（当方
から申込者への振込手数料、小切手で返金された場合の換金手数料等）は申込者の負担となり、返
金の際の換算レートは受入機関から返金があった日の楽天銀行TTBレートが適用されます。 

 
 
 



第 10 条（申込み内容の変更について） 
留学日程・サービスの内容、その他の契約内容の変更を申込者が求める場合、当方は可能な限りそ
の要望に対応致します。但し、研修機関の都合により、申込者が希望する申込内容の変更ができな
い場合があることを予めご了承下さい。留学プログラム開始日以降の申込内容の変更や延長希望の
場合にも、当方にご連絡下さい。 
 
（1）申込者の要望により契約内容を変更する場合、既に完了した手配を取り消すために当該研修
機関および宿泊施設等に対して支払うべき手数料は、申込者の負担となります。尚、申込者による
変更通知の到着または料金支払いの日が当方休業日にあたる場合、もしくは 17 時以降となった場
合は、翌営業日が変更通知の到達した日または料金支払日とみなします。 
 
（２）当方への変更手数料 
契約内容の変更には、別途定める変更手数料をお支払いいただく場合があります。 

 
（３）追加費⽤が発⽣する場合 

追加費⽤が発⽣する場合は申込者の負担となります。 

受⼊機関から返⾦がある場合には当方が返⾦を確認した後、楽天銀⾏のTTS/TTBレートにて換算
し⽇本円で返⾦いたします。⼜、受⼊機関に送⾦をする場合には、送⾦時の楽天銀⾏のTTS/TTB
レートにて受⼊機関指定の通貨に換算し、送⾦をいたします。 返⾦及び送⾦に伴う送⾦⼿数料は申
込者の負担とします。 

 
第 11 条（当方からの解約） 
以下に定める事由が申込者にあるとき、 当方は催告した後、本契約を解約できるものとします。 
（１） 申込者が、指定期⽇までに当方が指定した必要書類を提出しないとき。 

（２） 申込者が、指定期⽇までに留学プログラム費⽤の⽀払い をしないとき。 

（３） 申込者の所在が不明、もしくは１ヶ⽉以上にわたり連絡不能のとき。 

（４） 申込者が当方に届けた申込者に関する情報の内容に、虚偽⼜は重⼤な遺漏が発覚したとき。 

（５） その他、当方がやむを得ない事由を認めたとき。  
 
前項に基づき、当方が本契約を解約する場合、留学プログラム費⽤、変更⼿数料など、 既に申込者
が当方に⽀払った費⽤については⼀切返⾦いたしません。 また、解約により発⽣した、受⼊機関に
対する取消料などの費⽤および損失は、申込者が負担するものとし、 別途当方から請求いたしま
す。 

 
第 12 条（免責事項） 
当方は、以下のような場合には責任を負いません。 
（１） 申込み先の受⼊機関、宿泊施設、コースなどがすでに定員に達していて、申込者の⼊学が
不可能なとき。 

（２）  受⼊機関の事由により、重要書類、⼊学許可証が期⽇までに届かず申込者が出発できな
い場合。 

（３） 申込者の条件が受⼊機関の⼊学許可基準に満たず、申込者への⼊学許可が受⼊機関からお
りないとき。 

（４） 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の不備、もしくは、何らかの事由により渡航先
国に⼊国拒否をされたとき。 

 
（５） 申込者がパスポートおよび航空券、ビザ等の取得に時間 がかかり、予定の出発に間に合
わないとき。 



（６） 天災地変、戦乱、暴動、運送・受⼊機関等の事故、運送機関の遅延・スケジュール変更、
その他不可抗⼒の事由により⽣じた損害。 
（７）（６）は感染症等、政府によるあらゆる制限により生じた損害を含む。 
（８） 申込者は、⾃⼰責任において⾏動するものであり、渡航後の法令・公序良俗・受⼊機関等
の各種規則などに 違反した際の責任や損害賠償責任は本⼈に帰属し、当方 はその責任を負いませ
ん。 また、留学先で観光ツアーなどに参加される場合は、申込者の⾃⼰責任とし、 交通事故や災
害・事故による損害に対して当方は⼀切の責任を負いかねます。 またスポーツ等が原因の事故の責
任も本⼈に帰属します。特定のスポーツをする際、保険の特約が必要であれば本⼈の責任において
加⼊⼿続きを⾏うものとします。 
  
第 13 条（損害負担） 
申込者が、当方の責任によらない事由により何らかの損害を被る場合、当方はその責任を負いませ
ん。 
 
第 14 条（受⼊機関の研修内容及び施設などの情報について） 
当方は、受⼊機関から寄せられる最新資料を基に情報の提供をいたしますが 情報の正確性及び受⼊
機関の事情による変更等における責任は負わないものとします。 
 
第 15 条（ご注意事項） 
申込者は、以下の事項を了承するものとします。 
（１） 受⼊機関・渡航先等の都合により、⼀度決定された滞在先 が、現地到着前もしくは到着
後に変更になる場合があること 
（２） ⼟曜⽇、⽇曜⽇、各国の祝祭⽇、受⼊機関の定める休校⽇ には、休校及び施設の⼀部も
しくは全部が閉鎖あるいは⼀部利⽤が制限される場合があること。 
（３） 渡航先国、受⼊機関等によって、急遽、祝⽇及び休⽇が制定される場合があること。 
（４） 申込者は、次の各号を遵守して頂くこととなります。 
１．法令、公序良俗、慣例に違反するような⾏為を⾏わないこと。 
２．受⼊機関、宿泊施設等の各種規則に従って⾏動すること。 
３．当方、受⼊機関、宿泊施設、ホームスティ先等、 または、渡航先の⼈々に対して公序良俗に違
反することがないように⾏動すること。 
 
第 16 条（合意管轄裁判所） 
本契約に関する訴訟については、当方所在地（⼤阪市）を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 
 
第 17 条（準拠法）  
当約款は、⽇本の法律に準拠し、同法によって解釈されるものとします。 
 
第18条（約款の変更） 
当約款は、事情により告知なく変更することがあります。 
 
以上 


